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○富士見市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則 

平成２７年１２月２８日 

規則第４５号 

改正 平成２９年５月２９日規則第２６号 

平成２９年９月２９日規則第３１号 

平成３０年３月２６日規則第３号 

平成３０年８月２０日規則第２６号 

令和２年３月３１日規則第４号 

令和３年９月２９日規則第４０号 

（趣旨） 

第１条 富士見市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年

条例第４１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（令２規則４・一部改正） 

（条例別表第１に定める事務） 

第２条 条例別表第１の１の項の規則で定める事務は、富士見市こども医療費支給に

関する条例（昭和４８年条例第４５号）第４条のこども医療費の支給に関する事務

又は同条例第６条第１項の受給資格の登録の申請若しくは同条例第７条の届出（以

下この条において「申請等」という。）の受理、その申請等に係る事実についての

審査若しくはその申請等に対する応答に関する事務とする。 

（令２規則４・旧第３条繰上・一部改正） 

第３条 条例別表第１の２の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 富士見市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例（平成４年条例第２２

号）第５条第１項の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実について

の審査又はその申請に対する応答に関する事務 

(２) 富士見市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第６条第１項のひとり

親家庭等医療費の支給に関する事務 

(３) 富士見市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第８条の届出の受理、

その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 
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（令２規則４・旧第４条繰上・一部改正、令３規則４０・一部改正） 

第４条 条例別表第１の３の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対す

る生活保護の措置について（昭和２９年５月８日社発第３８２号厚生省社会局長通

知。以下「昭和２９年厚生省社会局長通知」という。）の定めるところにより生活

に困窮する外国人に対して行う次に掲げる事務とする。 

(１) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１９条第１項の規定に準じて行

う保護の実施に関する事務 

(２) 生活保護法第２４条第１項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第９

項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての

審査又はその申請に対する応答に関する事務 

(３) 生活保護法第２５条第１項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同

条第２項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 

(４) 生活保護法第２６条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 

(５) 生活保護法第２９条第１項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する

事務 

(６) 生活保護法第５５条の４第１項の規定に準じて行う就労自立支援給付金の支

給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

に関する事務 

(７) 生活保護法第５５条の５第１項の規定に準じて行う進学準備給付金の支給の

申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関

する事務 

(８) 生活保護法第６３条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事

務 

(９) 生活保護法第７７条第１項又は第７８条第１項から第３項までの規定に準じ

て行う徴収金の徴収（同法第７８条の２第１項又は第２項の規定に準じて行う徴

収金の徴収を含む。）に関する事務 

（平３０規則３・平３０規則２６・一部改正、令２規則４・旧第５条繰上・

一部改正） 

第５条 条例別表第１の４の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。 



3/24 

(１) 富士見市重度心身障害者医療費支給に関する条例（昭和５４年条例第１６号）

第４条の助成金の支給に関する事務 

(２) 富士見市重度心身障害者医療費支給に関する条例第５条に規定する受給資格

の登録の申請若しくは同条例第９条の届出（以下この号において「申請等」とい

う。）の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応

答に関する事務 

（平２９規則２６・一部改正、令２規則４・旧第６条繰上・一部改正） 

第６条 条例別表第１の５の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 富士見市在宅重度心身障害者手当支給条例（昭和５４年条例第３６号）第４

条の手当の支給に関する事務 

(２) 富士見市在宅重度心身障害者手当支給条例第５条に規定する受給資格の認定

の申請若しくは同条例第９条の届出（以下この号において「申請等」という。）

の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関

する事務 

（平２９規則２６・一部改正、令２規則４・旧第７条繰上・一部改正） 

第７条 条例別表第１の６の項の規則で定める事務は、富士見市就学援助費支給要綱

（平成１７年告示第１６号）による就学援助費の支給の申請の受理、その申請に係

る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。 

（令２規則４・旧第８条繰上・一部改正） 

第８条 条例別表第１の７の項の規則で定める事務は、富士見市特別支援教育就学奨

励費支給要綱（平成２７年告示第４７１号の２）による特別支援教育就学奨励費の

支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

に関する事務とする。 

（令２規則４・旧第９条繰上・一部改正） 

（条例別表第２に定める事務及び情報） 

第９条 条例別表第２の１の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、

同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める

情報とする。 

(１) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の障害児
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通所給付費、同法第２１条の５の４第１項の特例障害児通所給付費又は同法第２

１条の５の１２第１項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実について

の審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該申請に係る障害児に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６条の自立支援給付（障害福

祉サービスに関するものに限る。次号及び第３号において同じ。）の支給に関

する情報 

イ 当該申請に係る障害児又は当該障害児の保護者と同一の世帯に属する者に係

る子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第８条の子ども・子育て

支援給付の支給に関する情報 

ウ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係

る昭和２９年厚生省社会局長通知の定めるところにより生活に困窮する外国人

に対して行う、生活保護法第１９条第１項の規定に準じて行う保護の実施、同

法第２４条第１項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第９項の規定に

準じて行う保護の変更、同法第２５条第１項の規定に準じて行う職権による保

護の開始若しくは同条第２項の規定に準じて行う職権による保護の変更又は同

法第２６条の規定に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する情報（以下「生

活困窮外国人の保護措置関係情報」という。） 

(２) 児童福祉法第２１条の５の８第２項の通所給付決定の変更に関する事務 次

に掲げる情報 

ア 当該変更に係る障害児に係る身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）

第１５条第１項に規定する身体障害者手帳の交付、精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第１項に規定する精神

障害者保健福祉手帳の交付又は知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）

にいう知的障害者に関する情報（以下「障害者関係情報」という。） 

イ 当該変更に係る障害児に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律第６条の自立支援給付の支給に関する情報 

ウ 当該変更に係る障害児又は当該障害児の保護者と同一の世帯に属する者に係

る子ども・子育て支援法第８条の子ども・子育て支援給付の支給に関する情報 
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エ 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係

る生活困窮外国人の保護措置関係情報 

(３) 児童福祉法第２１条の６の障害福祉サービスの提供に係る事実についての審

査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該サービスが提供される障害児に係る障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律第６条の自立支援給付の支給に関する情報 

イ 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る生活困

窮外国人の保護措置関係情報 

(４) 保育料の審査・決定・通知に関する事務 当該サービスが提供される障害児

又は当該障害児の扶養義務者に係る生活困窮外国人の保護措置関係情報 

(５) 保育料の変更の審査・決定・通知に関する事務 前号に掲げる情報 

(６) 保育料の徴収に関する事務 第４号に掲げる情報 

（平３０規則３・一部改正、令２規則４・旧第１０条繰上・一部改正、令３

規則４０・一部改正） 

第１０条 条例別表第２の２の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、

同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める

情報とする。 

(１) 身体障害者福祉法第１８条第１項の障害福祉サービスの提供又は同条第２項

の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該サービスが提供される身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係

る市町村民税（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第５条第２項第１号に

掲げる市町村民税（個人に係るものに限る。）をいい、特別区が同法第１条第

２項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。）に関する情報 

イ 当該サービスが提供される身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係

る生活保護法第１９条第１項の保護の実施、同法第２４条第１項の保護の開始

若しくは同条第９項の保護の変更、同法第２５条第１項の職権による保護の開

始若しくは同条第２項の職権による保護の変更又は同法第２６条の保護の停止

若しくは廃止に関する情報（以下「生活保護実施関係情報」という。） 

ウ 当該サービスが提供される身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係



6/24 

る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第１

項若しくは第３項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成１

９年法律第１２７号。以下「平成１９年改正法」という。）附則第４条第１項

の支援給付の支給の実施に関する情報（以下「中国残留邦人等支援給付実施関

係情報」という。） 

エ 当該サービスが提供される身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係

る生活困窮外国人の保護措置関係情報 

(２) 身体障害者福祉法第３８条第１項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情

報 

ア 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る市

町村民税に関する情報 

イ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る生

活保護実施関係情報 

ウ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る中

国残留邦人等支援給付実施関係情報 

エ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る生

活困窮外国人の保護措置関係情報 

（令２規則４・旧第１１条繰上） 

第１１条 条例別表第２の３の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、

同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める

情報とする。 

(１) 生活保護法第１９条第１項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報 

ア 生活保護法第６条第２項の要保護者若しくは同条第１項の被保護者であった

者又は同法の規定を準用する生活に困窮する外国人に係る障害者関係情報 

イ 生活困窮外国人の保護措置関係情報 

(２) 生活保護法第２４条第１項の保護の開始又は同条第９項の保護の変更の申請

に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報 
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(３) 生活保護法第２５条第１項の職権による保護の開始又は同条第２項の職権に

よる保護の変更に関する事務 第１号に掲げる情報 

(４) 生活保護法第２６条の保護の停止又は廃止に関する事務 第１号に掲げる情

報 

(５) 生活保護法第７７条第１項又は第７８条第１項から第３項までの徴収金の徴

収（同法第７８条の２第１項又は第２項の徴収金の徴収を含む。）に関する事務 

第１号に掲げる情報 

（令２規則４・旧第１２条繰上） 

第１２条 条例別表第２の４の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、

同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める

情報とする。 

(１) 地方税法第２４条第１項第２号に掲げる者に対する道府県民税（同法第４条

第２項第１号に掲げる道府県民税（個人に係るものに限る。）をいい、都が同法

第１条第２項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。）又は市

町村民税の課税に関する事務 次に掲げる情報 

ア 納税義務者に係る介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１２９条第１項

の保険料の徴収又は同条第２項の保険料の賦課に関する情報 

イ 納税義務者に係る生活困窮外国人の保護措置関係情報 

(２) 地方税法第１５条の７に規定する滞納処分の停止に関する事務 納税義務者

に係る生活困窮外国人の保護措置関係情報 

（令２規則４・旧第１３条繰上） 

第１３条 条例別表第２の５の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、

同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める

情報とする。 

(１) 公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）第１６条第５項（同法第２８条第

３項及び第５項並びに第２９条第９項において準用する場合を含む。）の家賃若

しくは金銭又は同法第１８条第２項の敷金の減免の申請に係る事実についての審

査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 公営住宅法第２条第２号の公営住宅の入居者又は同居者（以下この号におい
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て「公営住宅入居者等」という。）に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情

報 

イ 公営住宅入居者等に係る生活困窮外国人の保護措置関係情報 

(２) 公営住宅法第１９条（同法第２８条第３項及び第５項並びに第２９条第９項

において準用する場合を含む。）の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る

事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報 

(３) 公営住宅法第２５条第１項の入居の申込みに係る事実についての審査に関す

る事務 第１号に掲げる情報 

(４) 公営住宅法第２７条第５項又は第６項の事業主体の承認の申請に係る事実に

ついての審査に関する事務 第１号に掲げる情報 

(５) 公営住宅法第２９条第８項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実につ

いての審査に関する事務 第１号に掲げる情報 

(６) 公営住宅法第３２条第１項の明渡しの請求に関する事務 第１号に掲げる情

報 

(７) 公営住宅法第４８条の条例で定める事項に関する事務 第１号に掲げる情報 

（平２９規則３１・一部改正、令２規則４・旧第１４条繰上） 

第１４条 条例別表第２の６の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、

同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める

情報とする。 

(１) 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第５７条の２第１項の高額療

養費又は同法第５７条の３第１項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実

についての審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該申請を行う者に係る者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に

係る富士見市こども医療費支給に関する条例によるこども医療費の支給に関す

る情報 

イ 当該申請を行う者に係る者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に

係る富士見市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭

等医療費の支給に関する情報 

ウ 当該申請を行う者に係る者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に
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係る富士見市重度心身障害者医療費支給に関する条例による助成金の支給に関

する情報 

(２) 国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３号）第２条第１項、第

３条、第４条第１項、第１１条、第１２条又は第１３条第１項の届出に係る事実

についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る者又は当該届出を行う者

と同一の世帯に属する者に係る生活困窮外国人の保護措置関係情報 

（平３０規則２６・一部改正、令２規則４・旧第１５条繰上、令３規則４０・

一部改正） 

第１５条 条例別表第２の７の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、

同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める

情報とする。 

(１) 知的障害者福祉法第１５条の４の障害福祉サービスの提供に関する事務 次

に掲げる情報 

ア 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係

る市町村民税に関する情報 

イ 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係

る生活保護実施関係情報 

ウ 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係

る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 

エ 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係

る生活困窮外国人の保護措置関係情報 

(２) 知的障害者福祉法第１６条第１項の障害者支援施設等への入所等の措置に関

する事務 次に掲げる情報 

ア 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る市町村民

税に関する情報 

イ 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る生活保護

実施関係情報 

ウ 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る中国残留

邦人等支援給付実施関係情報 
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エ 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る生活困窮

外国人の保護措置関係情報 

(３) 知的障害者福祉法第２７条の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る市

町村民税に関する情報 

イ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る生

活保護実施関係情報 

ウ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る中

国残留邦人等支援給付実施関係情報 

エ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る生

活困窮外国人の保護措置関係情報 

（令２規則４・旧第１６条繰上） 

第１６条 条例別表第２の８の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、

同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める

情報とする。 

(１) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１０条の４の福祉の措置の実施

に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実

施関係情報 

イ 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る障害者関係情報 

ウ 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る生活困窮外国人の保護措置

関係情報 

(２) 老人福祉法第１１条の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実

施関係情報 

イ 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る障害者関係情報 

ウ 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る生活困窮外国人の保護措置

関係情報 

(３) 老人福祉法第２８条第１項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報 
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ア 老人福祉法第１０条の４第１項又は第１１条の福祉の措置に係る者若しくは

当該者の扶養義務者（以下この号において「被措置者等」という。）に係る中

国残留邦人等支援給付実施関係情報 

イ 被措置者等に係る障害者関係情報 

ウ 被措置者等に係る生活困窮外国人の保護措置関係情報 

（令２規則４・旧第１７条繰上、令３規則４０・一部改正） 

第１７条 条例別表第２の９の項の規則で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福

祉法（昭和３９年法律第１２９号）第１７条第１項、第３１条の７第１項若しくは

第３３条第１項の便宜の供与の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査

に関する事務とし、同表の９の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る

生活困窮外国人の保護措置関係情報とする。 

（平２９規則２６・一部改正、令２規則４・旧第１８条繰上） 

第１８条 条例別表第２の１０の項の規則で定める事務は、母子保健法（昭和４０年

法律第１４１号）第２０条第１項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支

給に関する事務とし、同表の１０の項の規則で定める情報は、同条の措置に係る未

熟児又は当該未熟児の扶養義務者に係る生活困窮外国人の保護措置関係情報とする。 

（平２９規則２６・一部改正、令２規則４・旧第１９条繰上） 

第１９条 条例別表第２の１１の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務と

し、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定

める情報とする。 

(１) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１０４条の

保険料の徴収に関する事務 被保険者（同法第５０条の被保険者をいう。以下こ

の条において同じ。）に係る介護保険法第１２９条第１項の保険料の徴収又は同

条第２項の保険料の賦課に関する情報 

(２) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成１９年政令第３１８号）第２

条第９号の相談に応じる事務 被保険者及び当該被保険者と同一の世帯に属する

被保険者に係る市町村民税に関する情報 

(３) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成１９年厚生労働省令第１２

９号）第８条第１項の障害認定の申請の受付に関する事務 被保険者に係る障害



12/24 

者関係情報 

(４) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第１０条第１項若しくは第２項の

被保険者の資格取得の届出又は同令第２６条の被保険者の資格喪失の届出に係る

事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該届出に係る被保険者に係る生活保護実施関係情報 

イ 当該届出に係る被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 

ウ 当該届出に係る被保険者に係る生活困窮外国人の保護措置関係情報 

（平２９規則２６・一部改正、令２規則４・旧第２０条繰上、令３規則４０・

一部改正） 

第２０条 条例別表第２の１２の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務と

し、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定

める情報とする。 

(１) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第１項若しくは第３項の支援給付

の支給の実施又は平成１９年改正法附則第４条第１項の支援給付の支給の実施に

関する事務 次に掲げる情報 

ア 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第１項若しくは第３項の支援給

付又は平成１９年改正法附則第４条第１項の支援給付の支給を必要とする状態

にある者若しくは支給を受けていた者（以下この号において「要支援者等」と

いう。）に係る障害者関係情報 

イ 要支援者等に係る生活困窮外国人の保護措置関係情報 

(２) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第４項（平成１９年改正法附則第

４条第２項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定に

よりその例によることとされる生活保護法第２４条第１項の開始又は同条第９項

の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報 

(３) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第４項の規定によりその例による
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こととされる生活保護法第２５条第１項の職権による開始又は同条第２項の職権

による変更に関する事務 第１号に掲げる情報 

(４) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第４項の規定によりその例による

こととされる生活保護法第２６条の保護の停止又は廃止に関する事務 第１号に

掲げる情報 

(５) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第４項の規定によりその例による

こととされる生活保護法第７７条第１項又は第７８条第１項から第３項までの徴

収金の徴収（同法第７８条の２第１項又は第２項の徴収金の徴収を含む。）に関

する事務 第１号に掲げる情報 

（平２９規則２６・一部改正、令２規則４・旧第２１条繰上） 

第２１条 条例別表第２の１３の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務と

し、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定

める情報とする。 

(１) 介護保険法（健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）

附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法

第２６条の規定による改正前の介護保険法を含む。）第５０条の居宅介護サービ

ス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行

う者に係る生活困窮外国人の保護措置関係情報 

(２) 介護保険法（健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第１項

の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規定による改正

前の介護保険法を含む。）第５１条第１項の高額介護サービス費の支給の申請に

係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報 

(３) 介護保険法第６０条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実に

ついての審査に関する事務 第１号に掲げる情報 

(４) 介護保険法第６１条第１項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事

実についての審査に関する事務 第１号に掲げる情報 

(５) 介護保険法第１２９条第２項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課



14/24 

せられる被保険者に係る生活困窮外国人の保護措置関係情報 

(６) 介護保険法第１４２条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実につ

いての審査に関する事務 第１号に掲げる情報 

(７) 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第２７条第１項の被保

険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 第１号に掲げる

情報 

(８) 介護保険法施行規則第３２条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る

事実についての審査に関する事務 第１号に掲げる情報 

(９) 介護保険法施行規則（健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の

２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則を

含む。）第８３条の６（同令第９７条の４において準用する場合を含む。）の市

町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 第１号に掲げる情報 

(１０) 介護保険法施行法（平成９年法律第１２４号）第１３条第３項の施設介護

サービス費又は同条第５項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実

についての審査に関する事務 第１号に掲げる情報 

（令２規則４・旧第２２条繰上、令３規則４０・一部改正） 

第２２条 条例別表第２の１４の項の規則で定める事務は、健康増進法施行規則（平

成１５年厚生労働省令第８６号）第４条の２第４号の健康診査の実施に関する事務

とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。 

(１) 当該対象者に係る生活保護実施関係情報 

(２) 当該対象者の中国残留邦人等支援給付実施関係情報 

(３) 当該対象者の生活困窮外国人の保護措置関係情報 

（令２規則４・旧第２３条繰上、令３規則４０・一部改正） 

第２３条 条例別表第２の１５の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務と

し、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定

める情報とする。 

(１) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第６条の自立

支援給付（自立支援医療費を除く。）の支給の申請に係る事実についての審査に

関する事務 次に掲げる情報 
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ア 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該

申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る

障害者関係情報 

イ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該

申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る

生活困窮外国人の保護措置関係情報 

(２) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２４条第２

項の支給決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と

同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属

する者に係る障害者関係情報 

(３) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５１条の９

第２項の地域相談支援給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者に係

る障害者関係情報 

(４) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５３条第１

項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該

申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る

障害者関係情報 

イ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該

申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る

生活困窮外国人の保護措置関係情報 

(５) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５６条第２

項の支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害

児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報 

イ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害

児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活困窮外国人

の保護措置関係情報 

(６) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７６条の２
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第１項の高額障害福祉サービス等給付費（障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号）第４３条の５第６項

に規定する場合に支給するものに限る。）の支給の申請に係る事実についての審

査に関する事務 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属す

る者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属す

る者に係る生活困窮外国人の保護措置関係情報 

(７) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第１５

条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該変更に

係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害

児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活困窮外国人の

保護措置関係情報 

(８) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第３２

条第１項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に

掲げる情報 

ア 当該変更を行う障害者若しくは当該障害と同一の世帯に属する者又は当該変

更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障

害者関係情報 

イ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該

変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る

生活困窮外国人の保護措置関係情報 

（令２規則４・旧第２４条繰上、令３規則４０・一部改正） 

第２４条 条例別表第２の１６の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務と

し、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定

める情報とする。 

(１) 子ども・子育て支援法第２０条第１項の教育・保育給付認定若しくは同法第

２３条第１項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請の受理又はその申請に係

る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る児童又は当該児童の保護者

と同一の世帯に属する者に係る生活困窮外国人の保護措置関係情報 

(２) 子ども・子育て支援法第２２条若しくは子ども・子育て支援法施行規則（平
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成２６年内閣府令第４４号）第１５条第１項の届出の受理又はその届出に係る事

実についての審査に関する事務 当該届出に係る児童又は当該児童の保護者と同

一の世帯に属する者に係る生活困窮外国人の保護措置関係情報 

（平２９規則２６・一部改正、令２規則４・旧第２５条繰上、令３規則４０・

一部改正） 

第２５条 条例別表第２の１７の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務と

し、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定

める情報とする。 

(１) 富士見市こども医療費支給に関する条例第４条のこども医療費の支給に関す

る事務 当該申請に係るこども（同条例第２条第１号のこどもをいう。以下この

条において同じ。）又は保護者に係る医療保険各法（健康保険法（大正１１年法

律第７０号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、私立学校教職員共済法

（昭和２８年法律第２４５号）、国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２

８号）、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２

号）をいう。以下同じ。）又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付

の支給に関する情報 

(２) 富士見市こども医療費支給に関する条例第６条第１項の受給資格の登録の申

請若しくは同条例第７条の届出（以下この号において「申請等」という。）の受

理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する

事務 次に掲げる情報 

ア 当該申請等に係るこども又は保護者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の

確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 

イ 当該申請等に係るこども又は保護者に係る生活保護実施関係情報 

ウ 当該申請等に係るこども又は保護者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係

情報 

エ 当該申請等に係るこどもの障害者関係情報 

オ 当該申請等に係るこども又は保護者に係る生活困窮外国人の保護措置関係情

報 

（平２９規則２６・平３０規則３・一部改正、令２規則４・旧第２７条繰上・
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一部改正） 

第２６条 条例別表第２の１８の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務と

し、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定

める情報とする。 

(１) 富士見市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第５条の受給者証の交

付の申請又は同条例第８条の届出（以下この号において「申請等」という。）に

係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該申請に係る対象者（富士見市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条

例第３条の対象者をいう。以下この条において同じ。）の医療保険各法又は高

齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 

イ 当該申請に係る対象者のうち、父、母又は養育者（以下「ひとり親等」とい

う。）に係る市町村民税に関する情報 

ウ 当該申請に係るひとり親等の配偶者又は当該ひとり親等の扶養義務者（民法

（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に規定する扶養義務者をいう。）

で当該ひとり親等と生計を同じくするものに係る市町村民税に関する情報 

エ 当該申請に係る対象者の生活保護実施関係情報 

オ 当該申請に係る対象者の中国残留邦人等支援給付実施関係情報 

カ 当該申請に係る対象者の児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第４

条第１項の児童扶養手当の支給に関する情報 

キ 当該申請に係る対象者の生活困窮外国人の保護措置関係情報 

ク 当該申請に係る対象者の障害者関係情報 

(２) 富士見市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第６条のひとり親家庭

等医療費の支給に関する事務 当該ひとり親家庭等医療費の支給に係る対象者の

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関す

る情報 

（平３０規則３・一部改正、令２規則４・旧第２８条繰上・一部改正） 

第２７条 条例別表第２の１９の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務と

し、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定

める情報とする。 
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(１) 生活保護法第１９条第１項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 生

活に困窮する外国人であって、同法第６条第２項の要保護者に準ずる者又は同条

第１項の被保護者に準ずる者であった者（以下この条において「外国人要保護者

等」という。）に係る次に掲げる情報 

ア 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に

関する情報 

イ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第１０条第１項の失業等給付の支

給に関する情報 

ウ 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成２３年

法律第４７号）第７条第１項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報 

エ 児童福祉法第１９条の２第１項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情

報 

オ 児童福祉法第２０条第１項の療育の給付の支給に関する情報 

カ 児童福祉法第２４条の２第１項の障害児入所給付費の支給に関する情報 

キ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第１３条第１項、第３１条の６第１項若しく

は第３２条第１項又は附則第３条若しくは第６条の資金の貸付けに関する情報 

ク 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第６条の自立

支援給付の支給に関する情報 

ケ 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第５条

第１項の特定医療費の支給に関する情報 

コ 生活保護実施関係情報又は生活保護法第５５条の４第１項の就労自立給付金

の支給に関する情報 

サ 児童扶養手当法第４条第１項の児童扶養手当の支給に関する情報 

シ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第３１条（同法第３１条の１０において読み

替えて準用する場合を含む。）の給付金の支給に関する情報 

ス 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）第１

７条の障害児福祉手当、同法第２６条の２の特別障害者手当又は昭和６０年法

律第３４号附則第９７条第１項の福祉手当の支給に関する情報 

セ 道府県民税又は市町村民税に関する情報 
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ソ 母子保健法第２０条第１項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支

給に関する情報 

タ 児童手当法（昭和４６年法律第７３号）第８条第１項（同法附則第２条第３

項において準用する場合を含む。）の児童手当又は特例給付（同法附則第２条

第１項の給付をいう。）の支給に関する情報 

チ 介護保険法第１８条第１号の介護給付、同条第２号の予防給付又は同条第３

号の市町村特別給付の支給に関する情報 

ツ 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）、私立学校教職員共済法、厚生年

金保険法（昭和２９年法律第１１５号）、国家公務員共済組合法若しくは地方

公務員等共済組合法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情

報 

テ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律（平成１６年法律第

１６６号）第３条第１項の特別障害給付金の支給に関する情報 

ト 特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和２９年法律第１４４号）第２

条の経費の支弁に関する情報 

ナ 学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２４条の援助の実施に関する

情報 

ニ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第３条第１項の特別児童扶養手当の

支給に関する情報 

ヌ 地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２８条の２第１項の

傷病補償年金、同法第２９条第１項の障害補償年金又は同法第３１条の遺族補

償年金の支給に関する情報 

ネ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報 

(２) 生活保護法第２４条第１項の保護の開始又は同条第９項の保護の変更の申請

に係る事実についての審査に関する事務 外国人要保護者等に係る前号アからネ

までに掲げる情報 

(３) 生活保護法第２５条第１項の職権による保護の開始又は同条第２項の職権に

よる保護の変更に関する事務 外国人要保護者等に係る第１号アからネまでに掲

げる情報 
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(４) 生活保護法第２６条の保護の停止又は廃止に関する事務 外国人要保護者等

に係る第１号アからネまでに掲げる情報 

(５) 生活保護法第６３条の保護に要する費用の返還に関する事務 外国人要保護

者等に係る第１号アからネまでに掲げる情報 

(６) 生活保護法第７７条第１項又は第７８条第１項から第３項までの徴収金の徴

収（同法第７８条の２第１項又は第２項の徴収金の徴収を含む。）に関する事務 

外国人要保護者等に係る第１号アからネまでに掲げる情報 

（平３０規則３・全改、令２規則４・旧第２９条繰上・一部改正、令３規則

４０・一部改正） 

第２８条 条例別表第２の２０の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務と

し、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定

める情報とする。 

(１) 富士見市重度心身障害者医療費支給に関する条例第４条の助成金の支給に関

する事務 当該医療費助成金に係る対象者（同条例第３条第１項の対象者をい

う。）に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付

の支給に関する情報 

(２) 富士見市重度心身障害者医療費支給に関する条例第５条に規定する受給資格

の登録の申請又は同条例第９条の届出（以下この号において「申請等」という。）

の受理、その申請等に係る事実についての審査若しくはその申請等に対する応答

に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該申請等に係る対象者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関す

る法律による保険給付の支給に関する情報 

イ 当該申請等に係る対象者に係る市町村民税に関する情報 

ウ 当該申請等に係る対象者に係る生活保護実施関係情報 

エ 当該申請等に係る対象者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 

オ 当該申請等に係る対象者に係る障害者関係情報 

カ 当該申請等に係る対象者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関す

る情報 

キ 当該申請等に係る対象者に係る生活困窮外国人の保護措置関係情報 
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（平２９規則２６・平３０規則３・一部改正、令２規則４・旧第３０条繰上・

一部改正） 

第２９条 条例別表第２の２１の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務と

し、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定

める情報とする。 

(１) 富士見市在宅重度心身障害者手当支給条例第４条の手当の支給に関する事務 

次に掲げる情報 

ア 当該手当に係る者（富士見市在宅重度心身障害者手当支給条例第３条に規定

する者をいう。以下この号において同じ。）に係る市町村民税に関する情報 

イ 当該手当に係る者に係る障害者関係情報 

ウ 当該手当に係る者に係る児童福祉法による療育の給付に関する情報 

エ 当該手当に係る者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第１７条の

障害児福祉手当、同法第２６条の２の特別障害者手当又は昭和６０年法律第３

４号附則第９７条第１項の福祉手当の支給に関する情報 

(２) 富士見市在宅重度心身障害者手当支給条例第５条の受給資格の認定の申請若

しくは同条例第９条の届出（以下この号において「申請等」という。）の受理又

はその申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該申請等に係る者（富士見市在宅重度心身障害者手当支給条例第３条に規

定する者をいう。以下この号において同じ。）に係る市町村民税に関する情報 

イ 当該申請等に係る者に係る障害者関係情報 

ウ 当該申請等に係る者に係る児童福祉法による療育の給付に関する情報 

エ 当該申請等に係る者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第１７条

の障害児福祉手当、同法第２６条の２の特別障害者手当又は昭和６０年法律第

３４号附則第９７条第１項の福祉手当の支給に関する情報 

（平２９規則２６・一部改正、令２規則４・旧第３１条繰上・一部改正） 

（条例別表第３に定める事務及び情報） 

第３０条 条例別表第３の１の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第２４条の

援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲

げる情報とする。 
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(１) 学校保健安全法第２４条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に

係る市町村民税に関する情報 

(２) 学校保健安全法第２４条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に

係る対象者に係る生活保護実施関係情報 

(３) 学校保健安全法第２４条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に

係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 

(４) 学校保健安全法第２４条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に

係る対象者に係る障害者関係情報 

(５) 学校保健安全法第２４条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に

係る生活困窮外国人の保護措置関係情報 

（平３０規則３・一部改正、令２規則４・旧第３２条繰上） 

第３１条 条例別表第３の２の項の規則で定める事務は、富士見市就学援助費支給要

綱による就学援助費の支給の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に

関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。 

(１) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村

民税に関する情報 

(２) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保

護実施関係情報 

(３) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残

留邦人等支援給付実施関係情報 

(４) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者

関係情報 

(５) 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活困

窮外国人の保護措置関係情報 

（平２９規則２６・一部改正、令２規則４・旧第３３条繰上） 

第３２条 条例別表第３の３の項の規則で定める事務は、富士見市特別支援教育就学

奨励費支給要綱による特別支援教育就学奨励費の支給の申請の受理又はその申請に

係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請

に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情
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報とする。 

（平２９規則２６・一部改正、令２規則４・旧第３４条繰上） 

附 則 

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則（平成２９年５月２９日規則第２６号） 

この規則は、平成２９年５月３０日から施行する。 

附 則（平成２９年９月２９日規則第３１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２６日規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年８月２０日規則第２６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日規則第４号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年９月２９日規則第４０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


